
令和６年第４回伊丹市議会（定例会）

発言順位 議員名 発言予定時間

１ 加柴　扶美

２ 服部　好廣

 議案質疑発言通告者順位表

令和６年９月５日
令和６年９月３日通告

・午前１０時００分～発言順位どおり行われます。

※議事の都合により、発言時間が変更となることがありますのでご注意ください。



発 言 通 告 書 

（質疑） 

 

上記のとおり通告します               

       ２０２４年９月３日 

伊丹市議会議長  戸田 龍起 様              

                             伊丹市議会議員 加柴 扶美 

議案番号 発 言 の 要 旨                

議案第７３号 
伊丹市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例の制定について 

  

 

 
① この条例の改正に伴い、何がどのように変更されるのですか。 

  

 

② この条例の改正案に於いて、「伊丹市地域包括支援センター運営協議会 

が第1号被保険者の数及びセンターの運営の状況を勘案して必要である

と認めるとき」とありますが、どのような内容を想定して判断されるので

しょうか。 

  

 ③ 運営法人が異なる場合、この改正内容が適応可能なのでしょうか。 

  

 ④ 介護サービス利用者への影響はどのような事が考えられますか。 

  

  

  

  

  

方  式   ■ 総括方式   □ 一問一答方式 

答弁を求める者 市長並びに関係部長 



発 言 通 告 書           

 

（ 質 疑 ）                     

議 案 番 号       発 言 の 要 旨                

議案第６９号 
伊丹市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 ①そもそも今回の改正は何のために行われるのか 

 ②これにより従来の市長と教育長の権限に変化はあるのか 

 ③これにより、行政的には何が変わるのか 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

方 式 ■ 総括方式   □ 一問一答方式 

答弁を求める者 市長並びに関係部長 

上記のとおり通告します。 

２０２４年 ９月 ３日 

伊丹市議会議長  戸田 龍起 様 

                      伊丹市議会議員 服部 好廣 
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